
佐世保市先端設備等導入促進事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内中小事業者の賃上げ環境の整備を図ることを目的とし

て、労働生産性の向上のために先端設備等の導入を行う事業者に対し、佐世保

市補助金等交付規則（平成１７年規則第５３号。以下「規則」という。）及び

この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付すること

について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 中小企業者 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「法

」という。）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。 

(2) みなし大企業 発行済株式の総数又は出資金額の２分の１以上が同一の

大企業（外国発行法人を含む）の所有に属している法人、発行済株式の総数

又は出資金額の３分の２以上が複数の大企業（外国法人を含む）の所有に属

している法人、大企業（外国法人を含む）の役員又は職員を兼ねている者が

役員総数の２分の１以上を占めている法人をいう。 

(3) 先端設備等 法第２条第１４項に規定する先端設備等をいう。 

(4) 先端設備等導入計画 法第５２条第１項に規定する先端設備等導入計画

をいう。 

(5) 雇用者給与等支給額 租税特別措置法第１０条の５の４第５項第８号又

は第４２条の１２の５第５項第９号に規定する雇用者給与等支給額をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は本市か

ら法第５２条第１項の規定による先端設備等導入計画の認定を受けた設備を導

入する中小企業者であって、次の各号のいずれの要件も満たすものとする。 

 (1) 市税を滞納していない者  

(2) 市内の事業所において、常時使用する従業員を１名以上雇用している者 

(3) みなし大企業でない者 



（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、

次条に規定する補助対象設備を導入する事業であって、次に掲げる要件の全て

を満たすものとする。ただし、国、県等から補助金等の交付を受けた、又は受

ける予定のある事業を除く。 

(1) 当該導入に関する先端設備等導入計画について、法第５２条第１項又は第

５３条第１項の規定による本市の認定を受けていること。ただし、令和７年

４月１日以降の認定に限る。 

(2) 雇用者給与等支給額を１．５％以上又は３．０％以上とする賃上げ方針を

従業員に表明したことを先端設備等導入計画に位置付けていること。 

(3) 次条に規定する補助対象設備について、交付決定日から令和９年１月２９

日までに発注、納入、検収及び支払いを完了すること。ただし、リース契約

の場合は補助対象事業から除く。 

（補助対象設備） 

第５条 補助金の交付の対象となる設備等（以下「補助対象設備」という。）は

、次の各号のいずれかに該当する先端設備等（中古のものを除く。）であって

中小企業等経営強化法施行規則第７条第２項で規定する中小企業者の生産性の

向上に特に不可欠な設備等とする。 

(1) 機械及び装置で１台又は１基（通常１組又は１式をもって取引の単位とさ

れるものにあっては、１組又は１式。以下同じ。）の取得価額が１６０万円

以上のもの 

(2) 器具及び備品並びに測定工具及び検査工具で１台又は１基の取得価額が 

３０万円以上のもの 

(3) 建物附属設備で一の建物附属設備の取得価額が６０万円以上のもの 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

補助対象設備にかかる取得価額（消費税及び地方消費税を除く。）とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額以内で、５００

万円を限度とし、かつ、千円未満の端数は切り捨てるものとし、予算の範囲内



で交付する。 

（補助金の交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助

金交付申請書（様式第１号）に次の関係書類を添えて、事業着手以前に市長に

提出しなければならない。 

(1) 事業実施計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第９条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付

すべきものと認めたときは交付決定通知書（様式第４号）により通知するもの

とする。 

２ 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

（交付申請の取下げ） 

第１０条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補

助事業者」という。）は、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに

、その旨を記載した書面を市長に届け出るものとする。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の

交付決定はなかったものとする。 

（変更承認等） 

第１１条 補助事業者が事業計画の変更をしようとするときは、遅滞なく事業計

画変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出してその承認を得なければなら

ない。ただし、補助額の変更が２０パーセント以内の減額の場合は軽微な変更

として、変更承認は不要とする。 

２ 市長は、前項の規定による申請書を受け、内容等を検討のうえ承認した場合

には、事業計画変更承認書（様式第６号）により通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第１２条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から２０日以内又は令和９

年１月２９日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書（様式第７号）に

次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 



(1) 補助事業実績書（様式第８号） 

(2) 収支決算書（様式第９号） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、当該報告にか

かる書類の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、その報告にかかる補

助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認

めたときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、補助金確定通知書（

様式第１０号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の支払） 

第１４条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支

払うものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求に基づき、補助金を交付する。 

（交付決定の取消し） 

第１５条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき。 

(2) 申請書、その他関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の行為があったとき。 

(3) 補助金の交付に付した条件に違反したとき。 

(4) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。 

(5) 補助事業の実施方法が不適切と認められるとき。 

(6) 令和９年１月２９日までに補助対象設備における発注、納入、検収及び支

払いを完了しなかったとき。 

(7) 役員等（補助事業者が個人である場合にはその者を、補助事業者が法人で

ある場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下こ

の項において同じ。）が佐世保市暴力団排除条例（平成２４年条例第１号。

以下「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下この項にお

いて「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

(8) 暴力団（条例第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下この項において

同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 



(9) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認め

られるとき。 

(10) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

(11) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付決定取消通知書（様式

第１１号）により、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既

に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができ

る。 

（財産処分の制限） 

第１７条 補助事業者は、取得した補助対象設備について、補助事業の完了した

日の属する年度の翌年度から起算して５年間において、市長の承認を受けない

で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供

し、又は廃棄してはならない。 

（書類の保存） 

第１８条 補助事業者は、補助事業にかかる書類及び帳簿等を整備するとともに

、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しなけ

ればならない。ただし、補助対象設備のうち処分制限期間を経過しないものに

かかる関係書類については、当該処分制限期間を経過するまで保管しなければ

ならない。 

（事業実施後の状況報告） 

第１９条 補助事業者は、事業実施後５年間にわたり、事業実施後の状況報告書

（様式第１２号）により、事業の状況報告を行わなければならない。 

（補則） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月１０日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日まで

に交付決定のあった補助事業については、この要綱の失効後も、なおその効力

を有する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定

は、令和６年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定

は、令和７年３月３１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正規定

は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

 

 


